
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

1 事業の方針

2 事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

非公開 4人 19,962

実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

岡山市北区

法界院

4人 23,582

実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

岡山市北区

学南町

4人 21,725

 ４．自立支援担当職員の配置

　１．子どもの権利擁護を基本に置いた運営をしていく。

　２．子どもシェルター「モモの家」の再開を急ぐ。

 ３．組織強化に向けてホーム長会議の設置

定款の事業名 事 業 内 容

自立援助ホーム運営事業

男子用自立援助ホーム「学南ホーム」の運営。虐待等の理由から家庭

や地域で生活できない子どもたちが社会で自立して生活するための生

活支援等を行う。

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

令和6年度事業計画書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

定款の事業名 事 業 内 容

子どもシェルター運営事業

子どもの緊急避難場所として子どもシェルター「モモの家」を運営。

入居した子どもたちが安心して気力を恢復できるよう子どもの気持ち

に寄り添い、子どもの意思を尊重し、次の生活場所が確保できるま

で、支援を行う。

 ５．アフターケア事業の充実（社会的養護自立支援）

 ６．研修の充実

 ７．社会福祉法人化に向けて始動

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

令和6年4月

～令和7年3月

15歳から20歳までの緊急避難を要する女子

令和6年4月

～令和7年3月

15歳から20歳までの自立を目指す男子

定款の事業名 事 業 内 容

自立援助ホーム運営事業

女子用自立援助ホーム「あてんぽ」の運営。虐待等の理由から家庭や

地域で生活できない子どもたちが社会で自立して生活するための生活

支援等を行う。

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

令和6年4月

～令和7年3月

15歳から20歳までの自立を目指す女子



実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

岡山市北区

清輝橋

岡町

17人 16,217

実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

岡山市内 2人

実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

岡山市内 5人 760

実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

岡山市内 ３人 1,460

令和6年4月

～令和7年3月

法人理事、職員

定款の事業名

令和6年4月

～令和7年3月

児童養護施設等を退所した子ども等

事 業 内 容

その他、この法人の目的を達成するた

めに必要な活動

岡山県共同募金会「地域から孤独をなくそう」ささえあいプロジェク

トとして、アフターケア新拠点での支援メニューの開拓と構築、支援

力向上のための内部研修を行う。

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

定款の事業名 事 業 内 容

子どもの問題についての啓発活動

「ボランティアスタッフ養成講座」を開講し、広く一般市民、学生に

困難を抱えた子どもの理解と援助を学んでいただく。

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

定款の事業名 事 業 内 容

令和6年4月

～令和7年3月

岡山県教育委員会人権教育課研修、生徒指導

担当教員、小学校PTA等での講演。またロー

タリークラブで卓話。

定款の事業名 事 業 内 容

子どもの問題についての啓発活動

外部からの講演依頼により、虐待が子どもに及ぼす影響や子どもの人

権についての理解を得る。

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

児童養護施設等退所者に対するアフ

ターケア事業

子どもシェルターや自立援助ホームを退所した子どもに対する「フォ

ローアップ事業」、児童養護施設等を退所した子ども・若者に対する

「アフターケア事業」としてアフターケア事業所「ｅｎ」を開設し、

他のNPOや関係機関等と連携して、児童養護施設等を退所した子どもや

若者が、社会的に自立した生活を送れるよう、居場所の提供、生活支

援、就労支援、居住支援等を行う。

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

令和7年2月～3月 一般市民、学生


